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（裏面に続く） 

 

富里市社会福祉協議会による 

「とみさとフードバンク」の開設について 

 

 

富里市社会福祉協議会では、「とみさとフードバンク」を９月１日から開設し、

生活に困窮され、緊急的に食料が必要な世帯に対し、食料支援を行います。 

 

 本制度は、富里市社会福祉協議会独自の試みとして、富里市農業協同組合、

富里市商工会、明治安田生命成田支社成田花崎営業所など、市内外の企業や 

市民の皆様のご協力により実施します。 

 

富里市としても「食品回収ボックス」を設置するなど、全面的にバックアップ

します。 

 

 

※フードバンクとは：一般家庭で不要な食品や、企業などから品質に問題はないものの、 

包装などが痛んでいて市場に流通できない食料などを無償で提供を

受け、生活困窮者などに食料支援を行う活動です。  
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問合せ先 

担 当 健康福祉部生活支援課生活支援班 

担 当 者 南 

電 話 ０４７６－９３－４１９３【直通】 

Ｆ Ａ Ｘ ０４７６－９３－２２１５ 

            

実施主体 富里市社会福祉協議会 

担 当 者  山下 

電 話  ０４７６－９２－２４５１【直通】 

Ｆ Ａ Ｘ ０４７６－９３－２２１５ 



 様々な理由により満⾜に⾷料品や⽇⽤品も⼿に⼊れられない⽅が増加している⼀⽅

で、賞味・消費期限が残っているにも関わらず捨てられてしまう⾷品が、全国で年間

646万トンあると⾔われています。

 この⾷品ロスを減らすとともに、まだ⾷べられる⾷品を困っている⽅へ無償で

提供するしくみが「フードバンク」です。フードバンクちばと連携し、⽣活に困

り緊急的に⾷べ物を必要とする世帯などに、市⺠や団体、企業のみなさまから 

寄付でいただいたものを活⽤して⾷料⽀援をしています。

⾷べ物に困っている⽅は、富⾥市社会福祉協議会

または富⾥市役所⽣活⽀援課にご相談ください。

『もったいない』から『
ありがとう』へ

フードバンクのながれ

個⼈や団体、企業などから

いただきます

富⾥市社会福祉協議会で

お預かりします

寄付・寄贈

ご家庭や団体に

お渡しします

提供

 ご寄付のお願い

■�穀類(麺類・⼩⻨粉等)�■�保存⾷品(⽸詰・瓶詰等)�■�乾物(のり・⾖など)■�調味料、⾷
⽤油■�レトルト⾷品・インスタント⾷品■�飲料(ジュース・コーヒー・お茶等)�■菓⼦類
■ギフトパック(お歳暮・お中元等) など
注意いただきたい点…賞味期限が明記され、２か⽉以上あるもの･常温で保存が可能なもの･未開封であるもの･破損

で中⾝が出ていないもの･お⽶は前年度産まで（⽞⽶可）

 富⾥市福祉センターおよび富⾥市役所⽣活⽀援課に設置している回収箱で受付しています

�

社会福祉法⼈富⾥市社会福祉協議会
富⾥市七栄６５３−２ 富⾥市福祉センター内

ＴＥＬ ０４７６−９２−２４５１

ＦＡＸ ０４７６−９２−２４９５

E-mail tomi2451＠bz01.plala.or.jp

 協⼒団体・企業

 富⾥市農業協同組合・富⾥市商⼯会・明治安⽥⽣命�成⽥⽀社�成⽥花崎営業所
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